
高 等 教 育 局 主 要 事 項
－平成２９年度予算（案）－

（注）単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

学びのセーフティネットの構築
○大学等奨学金事業の充実と健全性確保 １，０６１億円

（対前年度増減 ＋３８億円）

うち育英資金貸付金 ８８５億円
（対前年度増減 ＋５億円）

〔復興特別会計 １１億円〕

意欲と能力のある学生等が、経済的理由により進学等を断念することがないよう、安心し
て学ぶことができる環境を整備することが重要である。このため、①給付型奨学金の創設や、
②無利子奨学金の貸与人員の増員、③低所得世帯の子供たちに係る無利子奨学金の成績基準
の実質的撤廃を実施するとともに、④新たな所得連動返還型奨学金制度の確実な実施のため
の対応を進めるなど、大学等奨学金事業の充実を図る。

（給付型奨学金）
＜平成29年度先行実施分事業費（初年度分）＞ 15億円（ 新 規 ）

※学生等が在学期間中（学部４年間等）安心して学べるよう基金を造成（70億円）

＜給付人員＞ 約2,800人（ 新 規 ）

※内訳：私立・自宅外通学… 約2,200人

社会的養護を必要とする学生等…約 600人

※参考：平成30年度以降の本格実施開始後の予算規模（予定）

＜事 業 費＞ 217億円（平年度化時）

＜給付人員＞ ２万人（１学年）

（無利子奨学金・有利子奨学金）

＜事 業 費＞ 無利子奨学金 3,222億円 ⇒ 3,502億円（279億円増）

〔うち財政融資資金等活用分223億円〕

〔この他被災学生等分26億円〕

（有利子奨学金 7,686億円 ⇒ 7,238億円（448億円減））

＜貸与人員＞ 無利子奨学金 47万4千人 ⇒ 51万9千人（4万4千人増）

〔うち財政融資資金等活用分3万6千人〕

〔この他被災学生等分4千人〕

※貸与基準を満たす希望者全員への貸与及び低所得

世帯の必要とする全ての子供たちへの貸与を実現

（有利子奨学金 84万4千人 ⇒ 81万5千人（2万9千人減））

（新たな所得連動返還型奨学金制度）

奨学金の返還の負担を軽減するため、返還月額が卒業後の所得に連動する制度を導入し、

所得が低い間は月２千円からの返還を可能とする。



○国立大学・私立大学の授業料減免等の充実 ４３４億円
（対前年度増減 ＋２９億円）

意欲と能力ある学生が経済的な理由により学業を断念することがないよう、国立大学、私
立大学の授業料減免等の充実を図る。

◆国立大学の授業料減免等の充実 ３３３億円
（対前年度増減 ＋１３億円）

意欲と能力ある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよう、授業料免除枠を
拡大する。

免除対象人数：約0.2万人増 平成28年度：約5.9万人 → 平成29年度：約6.1万人

学部・修士：約5.4万人 → 約5.6万人（約0.2万人増）

博士：約0.6万人（前年度同)

◆私立大学の授業料減免等の充実 １０２億円
（対前年度増減 ＋１６億円）

経済的に修学困難な学生を対象とした授業料減免等を行う大学等への支援の充実を図ると
ともに、学生の経済的負担軽減のために多様な支援策を講じる大学等を支援する。

（減免対象人数：約1.0万人増 平成28年度：約4.8万人 → 平成29年度：約5.8万人）

○社会で活躍する障害学生支援センター形成事業（仮称）０．５億円
（ 新 規 ）

障害のある誰もが活躍できる社会の実現のため、大学等における障害学生の修学・就職支
援が十分に行われるのに必要な体制整備やノウハウの蓄積・開発・共有が求められている。
これを受け、大学等や福祉・労働行政機関、企業等が協力し、必要な取組を連携して進める
ため、我が国の障害学生支援の中心となる「社会で活躍する障害学生支援センター」（仮称）
を形成する。

全国２か所 １か所あたり2.25千万円

「大学力」向上のための大学改革の推進等
○国立大学法人の基盤的経費の充実

（国立大学法人運営費交付金等） １兆９７０億円
（対前年度増減 ＋２５億円）

国立大学及び大学共同利用機関が我が国の人材養成・学術研究の中核として、継続的・安
定的に教育研究活動を実施できるよう、基盤的経費である国立大学法人運営費交付金等の充
実を図る。（国立大学法人機能強化促進費４５億円を含む）

（主な内容）
・教育費負担の軽減【再掲】

意欲と能力ある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるよう、授業料免除枠
を拡大する。 ３３３億円（３２０億円）
免除対象人数：約0.2万人増（平成28年度：約5.9万人 → 平成29年度：約6.1万人）

・機能強化の方向性に応じた重点支援

「３つの重点支援の枠組み」により、各大学の機能強化の方向性に応じた取組をきめ細
かく支援し、国立大学改革の更なる加速を図る。また、運営費交付金による支援に加え、
意欲的な教育研究組織整備等を支援する国立大学法人機能強化促進費（４５億円）を創設
する。 １１０億円（ 新 規 分 ）

重点支援①：地域のニーズに応える人材育成・研究を推進

重点支援②：分野毎の優れた教育研究拠点やネットワークの形成を推進

重点支援③：世界トップ大学と伍して卓越した教育研究を推進



・「基幹経費化」の仕組みの導入

優れた実績のある機能強化の取組について、評価に基づき、機能強化経費から基幹経費

へ移し替える仕組みを導入（平成２９年度：５３億円）し、これにより、各大学の優れた

取組を継続的・安定的に推進するとともに、大学の運営基盤を強化する。

・数理・データサイエンス教育の強化

全学的な数理及びデータサイエンス教育を実施するとともに、全国へ普及・展開する拠
点形成を支援することで、数理やデータサイエンスをツールとして活用し新産業創出や企
業の経営力・競争力強化に貢献する人材を育成する。 ６億円（ 新 規 ）

○国立大学の国際競争力の強化
（国立大学法人国際競争力強化事業） １０億円

（ 新 規 ）
（主な内容）

大学改革を先導する「指定国立大学法人」が、世界最高水準の教育研究を展開するために
必要なスタートアップ経費を支援し、国際競争力を抜本的に強化する。

○国立高等専門学校における教育研究の推進 ６２３億円
（対前年度増減 ＋２億円）

産業界のニーズに応え実践的・創造的な技術者を養成している国立高等専門学校につい
て、教育活動を支える基盤的な経費の充実を図るとともに、社会経済の変化に対応し、高専
教育の充実・高度化に資する以下の取組について、重点的に配分する。

（主な内容）

・"KOSEN（高専）4.0"イニシアティブ【新規】 ８億円（ 新 規 ）

・高等専門学校制度の海外展開促進に向けた体制整備 ２億円（ ２億円 ）



○改革に取り組む私立大学への支援など私学の振興 ４，３０４億円
（対前年度増減 ＋０．３億円）

〔復興特別会計 ２０億円〕

◆私立大学等経常費補助 ３，１５３億円
（ 前年度同 ）

〔復興特別会計 １８億円〕

私立大学等の運営に必要な経常費補助金を確保するとともに、建学の精神や特色を活かし

た改革に取り組む大学等を重点的に支援する。

○一般補助 ２，６８９億円

大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について支援する。

○特別補助 ４６４億円

2020年度以降の18歳人口の急激な減少を見据え、自らの特色を活かして改革に取り組む大学等（地

域で輝く大学等やイノベーション創出など経済・社会の発展に寄与する取組を行う大学等）を重層的

に支援する。

・私立大学等改革総合支援事業（上記の一般補助及び特別補助の内数） １７６億円

教育の質的転換や地域発展、産業界・他大学等との連携など大学等の特色化に向けた改革に全学

的・組織的に取り組む大学等を重点的に支援する。

・各大学等の特色化・資源集中を促し、複数大学間の連携、自治体・産業界等との連携を進める

ためのプラットフォーム形成支援のタイプを新設

・私立大学研究ブランディング事業（上記の特別補助の内数） ５５億円

学長のリーダーシップの下、大学の特色ある研究を基軸として、全学的な独自色を大きく打ち出

す取組を行う大学を重点的に支援する。

・経済的に修学困難な学生に対する授業料減免等の充実（上記の特別補助の内数） １０２億円

経済的に修学困難な学生を対象とした授業料減免等を行う大学等への支援の充実を図るととも

に、学生の経済的負担軽減のために多様な支援策を講じる大学等を支援する。

※減免対象人数：約1.0万人増（平成28年度：約4.8万人 → 平成29年度：約5.8万人）

・被災私立大学等復興特別補助〔復興特別会計〕 １８億円

東日本大震災により被災した大学の安定的教育環境の整備や被災学生の授業料減免等への支

援を実施する。

◆私立高等学校等経常費助成費等補助 １，０３６億円※
（対前年度増減 ＋１３億円）

※子ども・子育て支援新制度移行分等を含む。

私立高等学校等の教育条件の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全性
の向上を図るとともに、各私立高等学校等の特色ある取組を支援するため、都道府県による
経常費助成等に対して補助を行う。

○一般補助 ８７９億円※

※子ども・子育て支援新制度移行分を含む。

各都道府県による私立高等学校等の基盤的経費への助成を支援する。

○特別補助 １３０億円※

※被災児童生徒就学支援等事業交付金の一部を含む。

各私立高等学校等の特色ある取組を支援する。



・グローバル人材や情報活用能力の育成などの次世代を担う人材育成やアクティブ・ラーニング等

による教育の質の向上に取り組む学校への支援を強化

・障害のある幼児の受入れや長時間の預かり保育を実施する幼稚園に対する支援の充実

○特定教育方法支援事業 ２７億円

特別支援学校等の特定の教育分野について、その教育の推進に必要な経費を支援する。

◆私立学校施設・設備の整備の推進 １０２億円
（対前年度増減 △２億円）

《他に、財政融資資金 ３１７億円》
建学の精神や特色を活かした私立学校の質の高い教育研究活動の基盤となる施設・設備の

整備を支援する。また、財政融資資金を活用し、学校法人が行う施設整備等に対する融資を
行う。
特に、熊本地震や東日本大震災の教訓等を踏まえ、また今後発生が懸念されている南海ト

ラフ地震や首都直下地震に備えるべく、私立学校施設の耐震化の一層の促進を図る。

○耐震化等の促進 ４９億円

・学校施設の耐震化等防災機能強化を更に促進するため、校舎等の耐震改築（建替え）事業及び耐震

補強事業等の防災機能強化のための整備を重点的に支援する。

・平成28年度までの時限措置となっている耐震改築への補助制度を平成30年度まで２か年延長する。

○教育・研究装置等の整備 ５３億円

教育及び研究のための装置・設備の高機能化等を支援する。

※私立学校施設高度化推進事業（利子助成）の減：△３億円

◆私立大学等教育研究活性化設備整備事業 １３億円
（対前年度増減 △１０億円）

私立大学等改革総合支援事業の一環として、教育の質的転換等の改革の基盤となる教育研
究設備の整備を支援する。

※上記のほか、東日本大震災により被災した学校施設及び教育活動の復旧に必要な経費を支援する。

〔復興特別会計〕 ３億円



○高大接続改革の推進 ５７億円
（対前年度増減 ＋５億円）

「高大接続改革実行プラン」に基づき、高等学校教育改革、大学教育改革、大学入学者

選抜改革を一体的に推進する。

・高校生の基礎学力の定着に向けた学習改善のための研究開発事業 １億円（ １億円）

・「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」プレテストの実施 ９億円（ 新 規 ）

・大学入学者選抜改革推進委託事業 ３億円（ ３億円）

・大学教育再生加速プログラム（AP）「高大接続改革推進事業」 １５億円（ １７億円）

※上記のほか、各大学の入学者選抜改革等の取組を支援（国立大学法人運営費交付金の内数、私
学助成（私立大学等改革総合支援事業）の内数）

○大学教育再生の戦略的推進 ２２３億円
（対前年度増減 △２４億円）

◆世界をリードする教育拠点の形成 １５９億円
（対前年度増減 △１８億円）

世界トップレベルの大学教育を実践する大学が、さらなる教育改革に取り組むことで、

我が国の大学教育を牽引することができるように教育拠点の形成を支援する。

・博士課程教育リーディングプログラム １５０億円（１７０億円）

・成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT） ９億円（ ７億円）

・卓越大学院プログラム（仮称）構想推進委託事業 ０．２億円（ 新 規 ）

◆革新的・先導的教育研究プログラムの開発推進 ６４億円
（対前年度増減 △６億円）

高等教育の革新的・先導的教育研究プログラムを開発・実施する意欲的な取組を支援

することにより、我が国全体の大学教育の充実と質の向上を図る。

・「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」プレテストの実施【再掲】 ９億円（ 新 規 ）

・大学入学者選抜改革推進委託事業【再掲】 ３億円（ ３億円）

・大学教育再生加速プログラム（AP）「高大接続改革推進事業」【再掲】 １５億円（ １７億円）

・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+） ３６億円（ ４０億円）

・高度職業専門人養成機能強化促進委託事業 ０．６億円（ 新 規 ）

・獣医学アドバンスト教育プログラム構築推進委託事業 ０．４億円（ 新 規 ）

○高度医療人材の養成と大学病院の機能強化 ３５億円
（対前年度増減 △６億円）

大学及び大学病院を通じて、高度医療を支える人材の養成及び新しい医療技術の開発等を

担う人材の養成を促進するとともに、地域医療の最後の砦である大学病院の機能を強化する。

・先進的医療イノベーション人材養成事業 ２５億円（ ２８億円）

未来医療研究人材養成拠点形成事業 １０億円（ １４億円）

多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン

１５億円（ 新 規 ）

・大学・大学院及び附属病院における人材養成機能強化事業 ９億円（ １１億円）

課題解決型高度医療人材養成プログラム ８億円（ ９億円）

基礎研究医養成活性化プログラム １億円（ 新 規 ）

・大学における医療人養成の在り方に関する調査研究 １億円（ １億円）



未来へ飛躍するグローバル人材の育成
○グローバル人材育成のための大学の国際化と学生の双方向交流の推進

４２５億円
（対前年度増減 △１０億円）

◆大学教育のグローバル展開力の強化 ８０億円
（対前年度増減 △７億円）

我が国の高等教育の国際競争力の向上及びグローバル人材の育成を図るため、国際化を徹

底して進める大学を支援。また、大学教育のグローバル展開力の強化を図るため、我が国に

とって戦略的に重要な国・地域との間で、質保証を伴った国際教育連携やネットワーク形成

の取組を支援。

・スーパーグローバル大学創成支援事業 ６３億円

・大学の世界展開力強化事業 １７億円

・ロシア・インド等との大学間交流形成支援（拡充）

・アジア諸国等との大学間交流の枠組み強化

・海外との戦略的高等教育連携支援（AIMSﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ICI-ECPﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

・中南米等との大学間交流形成支援

※上記のほか、国立大学法人運営費交付金、私学助成において、海外大学と伍して卓越した教育研

等を推進する大学や、地域からの国際展開（グローカル化）など多様なグローバル展開を推進す

る大学等を支援（国立大学の機能強化、私立大学等改革総合支援事業等）

◆大学等の留学生交流の充実 ３４５億円
（対前年度増減 △３億円）

意欲と能力のある若者全員に留学機会を付与し、日本人留学生の倍増（6万人→12万人）

を目指すため、留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」を推進し、若者の海外留学

への機運醸成や、高校卒業後、海外の大学・学部に直接進学する日本人学生の留学を支援す

る奨学金の拡充等による留学経費の負担軽減を図る。

また、優秀な外国人留学生を確保し、内なる国際化を図る「留学生30万人計画」の実現に

向け、日本留学の魅力を向上させるため、海外での募集・選考活動が効果的に機能するよう

制度改善を図るとともに、産学官の協力の下、日本国内での就職を促進するための教育プロ

グラムの構築等の受入れ環境充実のための支援を推進する。

・大学等の留学生交流の支援等 ８１億円

・大学等の海外留学支援制度 ８０億円

・双方向交流の推進による海外留学促進

＜大学院学位取得型＞ 252人

＜学部学位取得型＞ 45人（新規）

＜協定派遣型＞ 22,000人

＜協定受入型＞ 5,000人

・日本人の海外留学促進のための活動等 １億円

※日本人の留学促進については、官民協働による「トビタテ！留学JAPAN

日本代表プログラム」と合わせて促進。



・優秀な外国人留学生の戦略的な受入れ ２６３億円

・日本留学への誘い、入り口（入試・入学・入国）の改善 ７億円

留学コーディネーター配置事業 4拠点

・大学等のグローバル化の推進【再掲】

スーパーグローバル大学創成支援事業

大学の世界展開力強化事業

・受入れ環境づくり、卒業・修了後の社会の受入れの推進

外国人留学生奨学金制度 ２３３億円

国費外国人留学生制度 11,276人

留学生受入れ促進プログラム（学習奨励費） 8,070人

留学生就職促進プログラム 12拠点 ４億円(新規)

等


